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１.マイナンバーの付番・利用

マイナンバー制度の現状

H27年10月～国内の全住民に12桁のマイナンバーを付番

H28年１月～税・社会保障・災害分野の106項目の事務で利用開始

（例）確定申告、扶養控除申告書、各種社会保障給付申請書、保険料の賦課、現況届等

２.マイナンバーによる情報連携 住民が行政機関等に提出する書類（住民票、課税証明書等）の省略

H29年11月～本格運用開始

R２年10月現在約2,300手続で添付書類省略

４.マイナポータル H29年11月～本格運用開始

子育てワンストップサービスなど各種ワンストップサービスを提供

データ連携の基盤となる自己情報取得ＡＰＩを他の機関に提供

３.マイナンバーカード H28年１月～交付開始

R３年１月19日時点 3,142万枚交付(全住民に占める割合 24.7％)

令和４年度中にほとんどの住民に取得していただくことを想定して

各種マイナンバーカードの普及・利活用促進策を実施中。

令和３年１月

５.マイナンバー制度の拡充 「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキング
グループ」の検討課題33項目について、新たな工程表を策定

1



情報連携について



・平成27年10月 国内全住民に付番
・平成28年１月～ 国税・地方税・社会保障関係手続（年金関係を除く）において利用開始

１．経緯

〇各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類（住民票、課税証明書等）を省略可能とするなどのため、
マイナンバー法（※）に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行う。

・平成29年11月～ 情報連携の本格運用開始（約850手続）
・平成30年10月～ 情報連携の拡充（約1,200手続）
・令和元年７月～ 年金関係手続の情報連携の本格運用開始（約2,050手続。令和２年10月現在：約2,300手続）

マイナンバーによる情報連携

・平成25年５月 マイナンバー法公布

（※）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

２．情報連携の概要

Ｂ市

④給付

住民票関係情報（続柄など住民票に記載される基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）以外の情報）

⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、世帯が同一であるかの審査に利用。
⇒住民が申請する際、住民票の写しが不要に！

○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○健康保険法による保険給付の支給に関する事務 等 【事例】児童手当の申請（Ａ市からＢ市に転居した場合）

⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、所得要件の審査に利用。
⇒住民が申請する際、課税証明書等の証明書類が不要に！

○児童手当法による児童手当の支給に関する事務
○介護保険料の減免の申請に関する事務 等

地方税関係情報（住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報）
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情報連携対象事務⼿続数の変遷（イメージ） Ｒ２.10⽉現在

⇒

Ｈ２９年１１月本格運用 Ｈ３０年１０月９日～

※数字は、事務手続数（精査中）

本格運用手続

（853）

試行運用継続手続
（84）

⇒

（計 1872）

年金関係手続等

（935）

⇒

本格運用手続

（1221）

年金関係手続等

（1056）

（計 2296）

試行運用継続手続(19)

≪データ標準レイアウトの改版≫

（計 2230）

Ｒ元年１０月３０日～
≪データ標準レイアウトの改版≫

≪年金関係手続の本格運用拡大≫

本格運用手続
（2068）

※うち年金関係手続
（ 847 ）

試行運用手続等(125)

※うち年金関係手続(106)

その他(37)

⇒

現行法に基づく
情報連携

（2335）

（計 2335）

現行法に基づく
情報連携の完成～

（計 2335）

Ｒ２年１０月８日～
≪データ標準レイアウトの改版≫

本格運用手続
（2291）

※うち年金関係手続
（ 989 ）

試行運用手続等(44)
※うち年金関係手続(35)
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情報提供件数の状況（試行運用開始～令和２年12月末）
【月ごと】棒グラフ【累計】折れ線グラフ

令和２年６月のデータ標準レイアウト改版後、
国民年金保険料納付の免除勧奨に係る事務等に
おける利用が本格化



①マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例【年金関係手続】

申請項目 申請先 省略可能な書類の例

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
（国民年金法）

日本年金機構

住民票

課税証明書

国民年金保険料の学生納付特例の申請
（国民年金法）

日本年金機構 課税証明書

各種年金の裁定請求
（厚生年金保険法、国民年金法等）

日本年金機構

住民票

課税証明書

年金受給者の各種届出の審査（年金額改定請
求書、加算額開始事由該当届、支給停止事由
消滅届）
（厚生年金保険法、国民年金法等）

日本年金機構

住民票

課税証明書

障害基礎年金（20歳前の傷病によるもの）受給
者の所得確認
（国民年金法）

日本年金機構 所得状況届

申請項目 申請先 省略可能な書類の例

児童扶養手当の申請
（児童扶養手当法）

都道府県・市町村

年金額改定通知書

年金証書

障害者・児に対する医療費助成の申請
（障害者総合支援法）

都道府県・市町村

年金額改定通知書

年金振込通知書

生活保護の申請
（生活保護法）

保護の実施機関
（都道府県・市等）

年金額改定通知書

年金振込通知書

精神障害者保健福祉手帳の交付申請
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

都道府県・
政令指定都市

年金証書

年金振込通知書

（注） 個別の事務手続の際には、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。
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申請項目 申請先 省略可能な書類の例

保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定
の申請（子ども・子育て支援法）

市町村

生活保護受給証明書

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書

課税証明書

障害者手帳

児童手当の申請
（児童手当法）

市町村
課税証明書

住民票

奨学金の申請
（独立行政法人日本学生支援機構法）

日本学生支援機構

生活保護受給証明書

雇用保険受給資格者証

障害者手帳

課税証明書

特別支援教育就学奨励費の申請
（特別支援学校への就学奨励に関する法律）

都道府県教育委員会

住民票

課税証明書

生活保護受給者証明書

児童扶養手当の申請
（児童扶養手当法）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

特別児童扶養手当証書

障害者手帳

生活保護の申請
（生活保護法）

保護の実施機関（都
道府県・市等）

課税証明書

雇用保険受給資格者証

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書

②マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例【年金関係以外】

申請項目 申請先 省略可能な書類の例

特別児童扶養手当の支給の申請
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

障害福祉サービスの申請
（障害者総合支援法）

市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

障害者手帳

障害者・児に対する医療費助成の申請
（障害者総合支援法）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

特別児童扶養手当証書

障害者手帳

介護休業給付金の支給の申請
（雇用保険法）

ハローワーク 住民票

保険料の減免申請
（介護保険法）

市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

出産育児一時金の申請
（健康保険法）

健康保険組合等 住民票

公営住宅の入居の申請
（公営住宅法）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

障害者手帳

（注） 個別の事務手続の際には、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。
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マイナポータルについて



A
⾏政機関同⼠があなたの個⼈情報
をやりとり（照会・提供）した
履歴を、確認することができます。

情報提供等記録表⽰
（やりとり履歴）

⾃⼰情報表⽰
（あなたの情報）
⾏政機関等が保有するあなたの
個⼈情報を検索して確認する
ことができます。

B

お知らせ
⾏政機関等から配信される
お知らせを受信することが
できます。

C
C

E

E

マイナポータルのお知らせから
ネットバンキング（ペイジー）や
クレジットカードでの公⾦決済が
できます。

公⾦決済サービス

D

D

サービス検索・電⼦申請機能
（ぴったりサービス）

⼦育てなどに関するサービスの検索
や、オンライン申請（⼦育てワンス
トップサービス等）ができます。

B
もっとつながる

（外部サイト連携）
外部サイト※を登録することで、
マイナポータルと⼀体的に使え
るようになります。
※e-Tax、ねんきんネット、⺠
間送達サービスなど

その他のサービス

A

○ マイナポータルは、政府が運営するWebサイトです。
○ 国民一人ひとりのポータルサイトとして､2017年7月以降､様々なサービスが利用可能となっています｡

令和元年秋より、新たに、
iPhoneでの利⽤も可能に︕

令和２年１⽉20⽇より、新たに、
法⼈設⽴ワンストップサービスを

開始︕

マイナポータルとは
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・H29.７～ 市町村の手続検索（内容確認）が可能に（※）（まずは「子育て」手続から(「子育てワンストップ」))

・H29.10～ 検索した手続のオンライン申請が可能に（※※）

・H31.1 「介護ワンストップ」について、ガイドラインを公開。
・H31.3    「被災者支援ワンストップ」について、ガイドラインを公開。
・今後 「引越し」をはじめ、ガイドラインを策定予定。

以上の分野・手続に限らず、市町村は、「様々な分野・手続」のオンライン申請実現が可能。
※ 市町村において手続を登録することが必要（「子育て」については、R2.9月末時点で1,564団体(人口割合98.5%)が対応）。
※※ 市町村においてマイナポータルと接続することが必要。（「子育て」については、R2.9月末時点で967団体（人口割合75.6%）が

対応し、電子申請が可能。

＜「ぴったりサービス」の画⾯イメージ＞

マイナポータルの「ぴったりサービス」について
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ワンストップサービス（ぴったりサービス）の対応状況

※ 「ぴったりサービスの取組状況に関するフォローアップ」の回答を集計したもの
※ 各自治体の対応状況はマイナポータル（ぴったりサービス）トップページにて確認可

・電⼦申請が可能

市区町村数
(⼈⼝

カバー率)

⼦育て 介護 被災者⽀援

実施済︓967団体
（75.6%）

実施済︓104団体
（11.3%) 実施済︓39団体（2.0%）

〜R2年12⽉末︓976団体
（76.4％）（予定）

〜R2年12⽉末︓134団体
（13.5％）（予定）

〜R2年12⽉末︓
55団体（3.0％）（予定）

R３年１⽉以降〜︓
1,409団体（94.5％）

（予定）
R３年１⽉以降〜︓

862団体（62.5％)（予定）
R３年１⽉以降〜︓

746団体（46.4％）（予定）

（R2.9.30時点）

・インターネットで⼿続の検索・⽐較が可能（⼀部は様式の印刷まで可能） （R2.9.30時点）

市区町村数
(⼈⼝

カバー率)

⼦育て 介護 被災者⽀援

1,564団体(98.5%)

1,564団体 227団体 62団体
(98.5%) (36.6%) (7.0%)
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※「ぴったりサービスの取組状況に関するフォローアップ」の回答を集計したもの
・対応率：各都道府県の域内の団体数に対する対応団体数の割合 ・人口カバー率：都道府県の人口に対する対応団体の人口の割合

都道府県別 ぴったりサービス（電⼦申請）対応市区町村数（R2.9.30時点）

No. 都道府県 対応団体数 対応率 ⼈⼝カバー率
25 滋賀県 11/19 57.9% 73.4%
26 京都府 12/26 46.2% 86.4%
27 ⼤阪府 21/43 48.8% 74.0%
28 兵庫県 26/41 63.4% 85.4%
29 奈良県 20/39 51.3% 87.3%
30 和歌⼭県 26/30 86.7% 94.5%
31 ⿃取県 10/19 52.6% 85.6%
32 島根県 4/19 21.1% 66.2%
33 岡⼭県 12/27 44.4% 73.9%
34 広島県 12/23 52.2% 83.9%
35 ⼭⼝県 9/19 47.4% 51.0%
36 徳島県 24/24 100.0% 100.0%
37 ⾹川県 13/17 76.5% 93.8%
38 愛媛県 15/20 75.0% 82.9%
39 ⾼知県 6/34 17.6% 55.2%
40 福岡県 51/60 85.0% 85.4%
41 佐賀県 6/20 30.0% 49.7%
42 ⻑崎県 6/21 28.6% 58.2%
43 熊本県 18/45 40.0% 76.6%
44 ⼤分県 15/18 83.3% 97.7%
45 宮崎県 10/26 38.5% 73.9%
46 ⿅児島県 43/43 100.0% 100.0%
47 沖縄県 7/41 17.1% 32.8%

No. 都道府県 対応団体数 対応率 ⼈⼝カバー率
1 北海道 52/179 29.1% 71.3%
2 ⻘森県 14/40 35.0% 74.9%
3 岩⼿県 13/33 39.4% 43.5%
4 宮城県 19/35 54.3% 80.4%
5 秋⽥県 23/25 92.0% 99.4%
6 ⼭形県 8/35 22.9% 49.5%
7 福島県 6/59 10.2% 26.0%
8 茨城県 36/44 81.8% 81.5%
9 栃⽊県 22/25 88.0% 71.7%
10 群⾺県 12/35 34.3% 34.5%
11 埼⽟県 53/63 84.1% 94.6%
12 千葉県 35/54 64.8% 86.2%
13 東京都 33/62 53.2% 71.9%
14 神奈川県 17/33 51.5% 81.0%
15 新潟県 16/30 53.3% 78.7%
16 富⼭県 15/15 100.0% 100.0%
17 ⽯川県 15/19 78.9% 84.7%
18 福井県 14/17 82.4% 88.0%
19 ⼭梨県 27/27 100.0% 100.0%
20 ⻑野県 58/77 75.3% 89.3%
21 岐⾩県 39/42 92.9% 93.8%
22 静岡県 26/35 74.3% 90.4%
23 愛知県 28/54 51.9% 47.3%
24 三重県 14/29 48.3% 63.1%
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介護ワンストップサービスについて
〇 介護保険に係る手続は、本人（又は代理人）が、市区町村の窓口に赴き申請を行う必要。

介護ワンストップサービスを活用することで、申請者は市町村等に赴かなくても電子申請を

行うことが可能となり、申請に要する時間を短縮できる。

訪問先から
ぴっと電子申請

時間をかけて窓口に赴き
申請書を提出

（ぴったりサービス）

申請書・添付書類

市区町村

市区町村

介護を必要とする方の居宅

これまで

これから

ケアマネによる
手続イメージ

紙で申請書作成

電子で申請書作成

① 要介護・要支援の認定申請（新規・更新・区分変更）

② 居宅介護（予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出

③ 負担割合証の再交付申請

④ 被保険者証の再交付申請

⑤ 高額介護（予防）サービス費の支給申請

⑥ 介護保険負担限度額認定申請

⑦ 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請

⑧ 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請

⑨ 住所移転後の要介護・要支援認定申請

対象⼿続

13



○ マイナポータル（ぴったりサービス）により、各種⼿続に係る被災者と⾏政の負担軽減を⽬的とする。

区分 ⼿続名称
災害対策基本法 罹災証明書の発⾏申請

災害救助法
応急仮設住宅の⼊居申請
応急修理の実施申請
障害物除去の実施申請

災害弔慰⾦の⽀給等に関する法律
災害弔慰⾦の⽀給申請
災害障害⾒舞⾦の⽀給申請
災害援護資⾦の貸付申請

被災者⽣活再建⽀援法 被災者⽣活再建⽀援⾦の⽀給申請
公営住宅法 災害公営住宅の⼊居申請
地⽅税法 市町村⺠税の減免申請

対象⼿続

⽬的・効果

被災者⽀援ワンストップサービスについて

（１）ガイドラインにおいて優先的に登録を検討することとされている⼿続（10⼿続）

カテゴリー（⼿続数） 代表的な⼿続名称
住まい（14⼿続） 建物の公費解体の実施に関する申請、被災者向け市町村営住宅の⼀時使⽤に関する申請等
減免（15⼿続） 保育料等の減免申請、国⺠健康保険料の減免申請等
給付（２⼿続） 災害義援⾦の⽀給申請、災害⾒舞⾦の⽀給申請

（２）その他の類似⼿続（31⼿続）

・発災時︓市町村窓⼝に出向かなくて済む（遠隔地からオンライン申請等が可能）
・通常時︓被災者⽀援制度に関する情報収集ができる など

【⾏政のメリット】
・発災時︓住⺠を窓⼝で待たせなくて済む（遠隔地からオンライン申請等が可能）
・通常時︓被災者⽀援制度に関する情報を提供できる など

【被災者のメリット】

（詳細は、「被災者⽀援制度におけるマイナポータルの活⽤に関するガイドライン」を参照）14



新潟県三条市 ぴったりサービス利用拡大（平成30年４月～）

引用：https://www.city.sanjo.niigata.jp/kurashi_tetsuzuki/onlineservice/9408.html

マイナポータル・ぴったりサービスの積極的な活⽤事例

様々な分野でオンライン申請
を可能に︕

No 国が指定する手続名 電子署名

1児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 ○

2児童手当等の額の改定の請求及び届出 ○

3氏名変更／住所変更等の届出 ○

4受給事由消滅の届出 ○

5未支払の児童手当等の請求 ○

6児童手当等に係る寄附の申出 ○

7受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 ○

8児童手当等に係る寄附変更等の申出 ○

9受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申
出

○

10児童手当等の現況届 ○

11支給認定の申請 ○

12保育施設等の利用申込 ○

13保育施設等の現況届 ○

14児童扶養手当の現況届 ○

15妊娠の届出 ○

No 三条市が追加する手続名 電子署名

1児童クラブの入会申請 ○

2児童クラブの利用料減免申請 ○

3児童クラブの退会届出 ○

4子ども医療費受給者証の交付申請 ○

5子ども医療費受給者証の再交付申請 ○

6妊産婦医療費受給資格の登録申請 ○

7妊産婦医療費受給者証の再交付申請 ○

8情報公開請求 −
9市長へのたより −
10図書館への問い合わせ −
11図書館へのリクエスト −
12出張トーク申込 −
13選挙期日前投票所投票立会人の募集 −
14元旦マラソン大会の申込 −
15学校施設開放利用の申込 −
16健康診査等の受診意向調査（申込） −
17職員採用試験の受験申込 −
18国民年金被保険者資格の取得 ○

19国民年金被保険者資格の喪失 ○

20地域応援プレミアム商品券購入引換券の交付申請 −
21三条市コトミチ人材育成事業 フォローアップセミナーの参加申込 −
22企業訪問バスツアーの参加申込 −
23三条ものづくり部の部員募集 −
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Ｊ－ＬＩＳ
（ＪＰＫＩ）

ぴったりサービスの申請データダウンロード機能のLGWAN向け公開

○ ぴったりサービスの申請データダウンロード機能をマイナポータルの省庁連携システムに構築しLGWAN向けに公開する。
（既存のLGWAN-ASP経由でぴったりサービス自治体側システムと連携することは引き続き可能）

○ 申請データダウンロード機能のほか、マイナンバーカードの署名用電子証明書有効性確認機能、利用者証明用電子証明書シリアル
番号取得機能を提供する。

ぴったりサービス（内閣府）

政府共通
ＮＷ

ぴったりサービス
国⺠側システム

ぴったりサービス
⾃治体側システム

省庁連携システム

省庁連携システム（内閣府）

既存機能（ぴったりサービス）
①国⺠側のサービス検索、電⼦申請

（⼦育て・介護等⾃治体⼿続）
②制度・⼿続の登録
③電⼦申請データの⾃治体側システムへの格納

LGWAN
ぴったりサービス

申請データ
ダウンロード機能
（新規構築）

新規機能（⾃治体⽤の申請データダウンロード機能）
①ぴったりサービス⾃治体側システムからの申請データ取得
②署名⽤電⼦証明書有効性確認
③利⽤者証明⽤電⼦証明書シリアル番号取得
④申請データの⼀覧表⽰/ダウンロード
⑤申請データの⼀括ダウンロード

地⽅公共団体

LGWAN
接続ルータ

既存の
LGWAN-ASP

マイナンバー利⽤事務系

LGWAN
接続端末

LGWAN接続系

凡例
申請データの流れ（新規）

特定通信

連携サーバ 基幹システム

特定通信
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ぴったりサービスの申請APIについて
○ 令和２年12⽉より、様々なWEBサービス等からぴったりサービスの検索・申請機能を利⽤するための「ぴったり
サービス申請API」を新たに提供し、運⽤を開始する。 ※令和２年9⽉30⽇に受付開始

○ 地⽅公共団体や⺠間事業者において、「ぴったりサービス申請API」と連携したWEBサイトやアプリを開発するこ
とで、ぴったりサービスの基盤を活⽤した独⾃のオンライン申請サービスを住⺠に提供することが可能となる。

○ 全国的にサービスを展開するポータルサイトが「ぴったりサービス申請API」と連携したWEBサイトやアプリを提
供することを踏まえ、今後、全⾃治体が共通様式を利⽤することが重要。

ぴったりサービス

地⽅公共団体

職員
地⽅公共団体等のWEBサイトやアプリから、
ぴったりサービスの検索・申請機能を利⽤可能 ⼿続の登録、

申請内容の審査等

○ ぴったりサービスを利⽤せず独⾃の電⼦申
請サービスを開始する場合、受付システム
を含めたシステム整備が必要であった

○ ⾃由に申請画⾯及び機能を構築すること
ができ、住⺠サービスの向上が期待できる

○ 既存のぴったりサービスの申請データ受付
機能を利⽤することで、効率的な運⽤・保
守ができる

今まで・・・ これから︕

住⺠
マイナンバーカードで

公的個⼈認証

電⼦申請サービス等へ
必要事項を⼊⼒

仕様書は内閣府HPから申込可能です。https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/business/developer.html 17



マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善について



【2020年改定版】デジタル・ガバメント実⾏計画の概要

サービスデザイン・業務改⾰（BPR）の徹底サービスデザイン・業務改⾰（BPR）の徹底
 利⽤者にとって、⾏政のあらゆるサービスが最初から最後までデジタルで完結される⾏政サービスの100％デジタル化の実現
 業務改⾰（BPR）を徹底し、利⽤者の違いや現場業務の詳細まで把握・分析

国・地⽅デジタル化指針、新たなデータ戦略国・地⽅デジタル化指針、新たなデータ戦略
「マイナンバー制度及び国と地⽅のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告」に基づき推進
 国・地⽅の情報システムの共通基盤となるクラウド環境の整備(Gov-Cloud）、ネットワーク構造の抜本的⾒直し（⾼速・安価・⼤容量に）
 ⾃治体の業務システムの標準化・共通化・Gov-Cloud活⽤
 社会保障・税・災害の３分野以外における情報連携やプッシュ通知の検討
 公⾦受取⼝座を登録する仕組み、預貯⾦付番を円滑に進める仕組みの創設
 マイナンバーカード機能のスマホ搭載、暗証番号の再設定等を郵便局においても可能に、各種カードとの⼀体化（運転免許証、各種国家資格等）
 個⼈情報保護法制の⾒直し（法律等の⼀元化、⺠間事業者等の負担軽減）
 ⼾籍における読み仮名の法制化（カードへのローマ字表記､システム処理の迅速化）
新たなデータ戦略
 法⼈、⼟地等に関する基本データの整備（ベースレジストリ）、⾏政保有データのオープン化の強化等を推進

 デジタル庁の設置も⾒据え、全ての政府情報システムについて、予算要求前から執⾏までの各段階における⼀元的なプロジェクト管理を強化
 政府情報システム関係予算の⼀括計上を拡⼤（約8,000億円のうちR3予算案:約3,000億円）

⼀元的なプロジェクト管理の強化等⼀元的なプロジェクト管理の強化等

 書⾯・押印・対⾯の⾒直しに伴い、⾏政⼿続のオンライン化を推進
 登記事項証明書（開始済）、⼾籍（令和5年度以降）等について、情報連携により、順次、各⼿続における添付書類の省略を実現
 ⼦育て、介護、引越し、死亡・相続、企業が⾏う従業員の社会保険・税及び法⼈設⽴に関する⼿続についてワンストップサービスを推進
 マイナポータルの活⽤等により地⽅公共団体の⾏政⼿続のオンライン化を推進
 ⾝近なところで相談を受けるデジタル活⽤⽀援員の仕組みを本格的に実施

⾏政⼿続のデジタル化、デジタルデバイド対策等⾏政⼿続のデジタル化、デジタルデバイド対策等

19



マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ

１ マイナンバーカードの利便性の抜本的向上

２ マイナンバーカードの取得促進

３ マイナンバー制度の利活用範囲の拡大

４ 国と地方を通じたデジタル基盤の構築（情報システムの統一・標準化、クラウド活用の促進等）

５ マイナンバー制度及びデジタル・ガバメントに係る体制の抜本的強化

検討課題

〇 ６月23日、デジタル・ガバメント閣僚会議の下に、官房長官の指示により設置。

〇 「今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえ、緊急時の迅速・確実な給付の実現など、
マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善を図る」ことを目的とする。

〇 12月11日、第６回会議において、「報告（工程表を含む）」をとりまとめた。

概 要
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「国⺠の満⾜度を最⼤化するデジタル政府・デジタル社会」
・ 国⺠の視点、国⺠のためを常に意識し、追究する ・ 「⼈に優しい」「誰⼀⼈取り残さない」「豊かで活⼒が溢れる」政府・社会を形成する

（11の個別⽬標）
・ あらゆる⾏政⼿続がスマホから簡単にできる （デジタル・ファースト）
・ 緊急時の事務を速やかに処理できる
・ ⾏政事務が抜本的に効率化され、正確性・サービスの質も向上する（ＢＰＲ）
・ システムコストを⼤幅に削減する
・ 安全でユーザーフレンドリーなデジタル⾏政・取引が展開される
・ 政府のＡＰＩ活⽤等により⺠間企業の⽣産性が向上する

報告の概要
Ⅰ ⽬標とするデジタル政府・デジタル社会の姿

Ⅱ 33の課題を解決するための取組⽅針

 2022年までに速やかに着⼿すべき施策: 
・ ⾃治体等が突発的な事務に対応できる汎⽤システムである「(仮称)⾃治体等共通SaaS基盤」の構築
・ 国・地⽅がともに活⽤できる複数のクラウドサービスの利⽤環境である「(仮称)Gov-Cloud」の仕組みの整備
 2025年へ向けたシステム・ネットワークのトータルデザイン（あるべき姿）
・ ⾃治体の業務システムの標準化・共通化・「(仮称)Gov-Cloud」活⽤
・ 情報連携基盤（「公共サービスメッシュ」）の構築（分散管理を前提とした社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバーを利⽤した

情報連携の検討、 ⾏政事務全般における機関別符号のみを利⽤した情報連携の検討、 プッシュ通知、 情報連携に係るアーキテクチャの
抜本的⾒直し）

・ 利便性の⾼い国⺠・⺠間事業者向けポータルサイト等の構築（「⺠間タッチポイント」）
・ ネットワーク構造の抜本的な⾒直し（ガバメントネットワーク整備プロジェクト）

・ オープンデータ等を提供する各種APIの開発・提供の推進 ・ 「APIカタログ」の整備

1.1 マイナンバー関連システム（マイナンバー管理システム、マイナポータル等）、住基ネット、⾃治体システム群の政府関係システムを含めたトータルデザイン

1.2 ⺠間との相互連携の強化（API利⽤の促進）・官⺠接続基盤の整備（携帯会社、会計ソフト、⾦融機関等）・⺠間の顧客サービスにマイナンバー制度が活⽤
しやすいシステムの構築

１．マイナンバー関連システム整備

・ ⾏政機関等から同じ情報を聞かれない （ワンス・オンリー）
・ あらゆる⾏政サービスを迅速・確実に受けられる
・ 公正な負担と給付が実現されている社会が創出される
・ セキュリティが⼤きく向上する
・ 政府のデータ活⽤等により官⺠の魅⼒あるサービスが創出される

第6回マイナンバー制度
及び国と地方のデジタル

基盤抜本改善WG
（令和２年12月11日）
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・ マイナンバーカード⽣産・管理体制の強化 ・ マイナポータルの認証機能等の強化
1.4 マイナンバーカード取得者の増加に伴うマイナポータル認証機能やカード⽣産・管理体制の強化

・ ⾃⼰情報取得APIの原則24時間365⽇対応のための機能強化
1.5 24時間365⽇安定稼働できる仕組み

・ オンラインによる⼿続の完結、即⽇給付の実現等のためのシステム
等の整備

・ 多様な住⺠サービス等に対応したシステム環境整備（申請受付シ
ステムの整理及びUX・UIの改善等）

1.6 オンラインによる⼿続の完結、即⽇給付、オンライン⼿続における「世帯」の
扱い、多様な住⺠サービス等に対応したシステム環境整備

・ 2024年のマイナンバーカード海外利⽤開始に合わせた運⽤開始

1.7 海外でも利⽤可能となるようにマイナンバーカードへの⽇本国政
府、⻄暦、ローマ字の表記

・ 年末調整・確定申告における⾃動⼊⼒の実現 ・ ふるさと納税に係る寄附⾦控除⼿続における⾃動⼊⼒の実現
・ iDeCo⼿続のオンライン化・デジタル化 ・ マイナポータルから取得できるデータの拡⼤
・ ⺠間事業者のデジタル化対応の加速化 ・ クラウドを活⽤した新しいデータ授受策活⽤の検討

2.1  マイナポータルをハブとしたデジタル・セーフティネット構築（⺠間情報と電⼦申請等の連携、税（所得情報）と社会保障の連携等）の検討

・ 分散管理を前提とした社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバーを利⽤した情報連携の検討
・ ⾏政事務全般（治安、外交等を除く）における機関別符号のみを利⽤した情報連携の検討
・ プッシュ通知 ・ 情報連携に係るアーキテクチャの抜本的⾒直し
・ 制度改正から情報連携開始までの期間の短縮 ・ 療育⼿帳の交付事務などにおけるマイナンバーの利⽤・情報連携

2.2 多様なセーフティネット︓児童⼿当等の情報連携等の改善の検討

・ 公⾦受取⼝座の登録・利⽤の仕組みの創設 ・ 預貯⾦付番を円滑に進める仕組み（相続・災害時のサービスを含む）の創設
・ ＡＴＭによる⼝座振込（マネロン対策・特殊詐欺対策）でのマイナンバーカードの活⽤の検討

2.3  ⾦融︓公⾦受取⼝座、複数⼝座の管理や相続等の利便向上、ATMによる⼝座振込（マネロン対策・特殊詐欺対策）、預貯⾦付番の在り⽅の検討

１．マイナンバー関連システム整備（続き）

２．マイナンバーの利活⽤の促進

・ 地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）を国と地⽅公共団体が共同で管理する法⼈へ転換し、デジタル庁と総務省で共管
1.3 マイナンバーカードの発⾏・運営体制の抜本的強化
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・ 学校健診データの保管のデジタル化とマイナポータルからの閲覧の実現 ・ ＧＩＧＡスクールにおけるマイナンバーカードの有効活⽤
2.4 教育︓学校健診データの活⽤、GIGAスクールにおける認証⼿段等の検討

・ ⼟地に関する各種台帳等の情報連携の⾼度化 ・ 固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐づけの推進
・ 相続登記等の申請の義務化

2.5 固定資産課税台帳とその他の⼟地に関する各種台帳等の情報連携等の検討

・ マイナポータルのUX・UIの抜本改善（アジャイル開発による改善、全⾃治体の接続実現、申請項⽬の⾃動⼊⼒、標準様式プリセット、業務シ
ステム連携）

・ マイナポータルから原則全⾃治体で利便性向上に資するオンライン⼿続を2022年末を⽬指し実現

3.1 マイナポータルなどのUX（ユーザー・エクスペリエンス）・UI（ユーザー・インターフェース）の最適化

・ マイナンバーカードの機能（電⼦証明書）のスマートフォンへの搭載の実現 ・ 電⼦証明書を扱うシステムのクラウド利⽤の可能化
・ レベルに応じた認証の推進（⺠間事業者への周知・相談⽀援の強化、利⽤要件・利⽤⼿続等の改善）
・ ⺠間IDとマイナンバーカード電⼦証明書との紐づけの推奨

3.2 カード機能（公的個⼈認証サービス）の抜本的改善（スマートフォンへの搭載、クラウド利⽤、レベルに応じた認証、⺠間IDとの紐づけ等）

・ 顔認証技術を活⽤したコンビニでの電⼦証明書の暗証番号初期化・再設定（ロック解除）
・ スマホ格納の電⼦証明書の利⽤に当たり⽣体認証を活⽤する⽅策について検討

3.3 ⽣体認証などの暗証番号に依存しない認証の仕組みの検討

・ J-LISから⺠間事業者等の署名検証者に、本⼈同意を前提とした、⽒名・住所等の基本４情報を提供
3.4 本⼈同意に基づく基本4情報等の提供の検討

・ 運転免許証のデジタル化 ・ 在留カードとマイナンバーカードとの⼀体化
・ その他の国家資格証のデジタル化（各種国家資格のクラウド共通基盤の実現）

3.5  各種免許・国家資格等︓運転免許証その他の国家資格証のデジタル化、在留カードとの⼀体化、クラウドを活⽤した共通基盤等の検討

２．マイナンバーの利活⽤の促進（続き）

３．マイナンバーカードの機能強化

23

第6回マイナンバー制度
及び国と地方のデジタル

基盤抜本改善WG
（令和２年12月11日）



・ 申請受付システムの整理及びＵＸ・ＵＩの改善
・ 事業者向け⾏政⼿続の認証・補助⾦申請の⼀元化 ・ ＡＰＩシステム（「官⺠ＡＰＩＧＷ」）の構築及び利便性の向上

・ 主要１７業務の標準仕様の策定 ・標準仕様に準拠したシステムの利⽤

・ 多数の新規施策において試⾏を⾏う⼿順の原則化

4.5 国と地⽅の申請受付システム等の⼀元化や国と地⽅の役割分担の⾒直しの検討

4.6 ⾃治体の業務システムの統⼀・標準化の加速策

4.7  デジタル・ガバメントに係る新規施策の先進⾃治体等を通じた実証と段階的な展開）

・ 2020年11⽉から2021年３⽉までの間に申請書をカード未取得者に送付

・ ⽒名等がプレ印字されたカード申請書をカード未取得者に送付

・ 郵便局における電⼦証明書の発⾏・更新等の可能化
・ 郵便局、⾦融機関、病院、学校、運転免許センター、携帯会社における市町村職員出張申請受付等の実施拡充
・ 顔認証技術を活⽤したコンビニでの電⼦証明書の暗証番号初期化・再設定（ロック解除）

4.1 未取得者へのQRコード付きのマイナンバーカード申請書の送付とオンライン申請の勧奨

4.2  市町村国保や後期⾼齢者医療制度等の健康保険証更新時のカード申請書の同時送付等

4.3 カードの発⾏・更新等が可能な場所（申請サポートを含む。）の充実（郵便局・⾦融機関、コンビニ、病院、学校、運転免許センター、携帯会社等

・ マイナポイントの基盤の拡充・提供 ・ 全業所管官庁等を通じた計画的な取組
4.4  マイナポイント、⾏政⼿続の優先処理などインセンティブとの有効な組み合わせ

4．カードの発⾏促進と地⽅⾃治体における業務システム整備
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・ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」の拡充等 ・ システムリリース前のユーザーテストの実施 ・ ＩＴ⼈材の拡充等

・ 「デジタル活⽤⽀援員」の本格実施 ・ 「みんなの公共サイト運⽤ガイドライン」の拡充等
・ 企業による⾃社製品の⾃⼰評価様式の構築 ・ 市区町村等におけるアクセスポイントの確保

・ マイナポイント基盤の拡充・提供 ・ マイナンバーカードの⺠間事業者における利⽤の推進

5.5 システムリスク管理の強化（リリースプロセスの確⽴、品質管理の強化等）

5.6  国⺠のデジタル活⽤度に応じた多様な⼿段（地域の⽀援体制、オンライン処理等）の確保

5.7 ⺠間利⽤の拡⼤（マイナポイントの官⺠連携、⺠間サービスとの連結等

・ 国・地⽅のデジタル基盤構築（ 「(仮称)Gov-Cloud」の仕組みの整備、「ガバメントネットワーク整備プロジェクト）
・ 強⼒な司令塔機能を有するデジタル庁の設置 ・ ＩＴ⼈材採⽤の増強

・ 政府情報システムの３類型化とデジタル庁による統括・監理 ・デジタル庁への予算⼀括計上の推進

・ ⾃治体の「三層の対策」の⾒直し ・ 個⼈情報保護法制の⾒直し

5.1 国・地⽅のデジタル基盤構築とＩＴ戦略推進体制の強化・ＩＴ⼈材採⽤の増強

5.2 国の情報システム関係予算・調達等の⼀元化の加速化、地⽅を含めた検討

5.3 情報セキュリティや個⼈情報保護の強化・ルールの標準化
・ ⼾籍における法制化

5.4 読み仮名の法制化の検討

・ 国・地⽅のクラウド活⽤の推進 ・ オープン・イノベーションの活⽤ ・ システムの内製化に対応する⼈材の確保・育成

・ 電⼒使⽤量等の電⼒データの様々なサービスへの活⽤推進 ・ 健診等情報等のデータのマイナポータル等での閲覧可能化

・ 病床管理、感染症情報等に関する情報基盤の整備（HER-SYS、G-MIS）
・ 災害情報等に関する情報基盤の整備（被災者⽀援のクラウド基盤等） ・ ⾏政の提供するデータのマシンリーダブル化

6.1 クラウドやオープン・イノベーションの活⽤、システムの内製化等によるコストパフォーマンスの実現

6.2 マイナンバーカードを活⽤した⾃治体と住⺠による情報の相互活⽤（健診等情報、電⼒使⽤量等）

6.3 病床管理、感染症情報、災害情報等の全国のリアルタイムの情報基盤の整備と公的な数量データのFAX等の利⽤の⾒直し

５．デジタル化に関する制度

６．データの利活⽤とコスト管理
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